
 

Food 法務  第５号（2020 年１１月）  

同一労働同一賃金に関する最高裁判決～主に賞与・退職金について～  

１  はじめに  

１０月１３日と１５日、同一労働同一賃金につい て 、重要な複数の最高裁判決が出ま し た（大阪医科薬科

大学事件、 メ ト ロ コ マ ー ス事件、日本郵便事件）。  

ニ ュ ー スで も大き く取 り上げ られ てい ま し た ので 、目に さ れ た方も多いのではないで し ょ う か 。  

食品 ・飲食業界の皆様に も 、大変影響の大きい判決ですので 、概要を ご紹介いた し ま す 。  

＜１０月１３日＞  

▼大阪医科薬科大学事件 ・ メ ト ロ コ マース事件：  

「 賞与 」 ・ 「 退職金 」等に関する非正規雇用者と正社員との格差（非正規雇用者には支給しない こ と）は不合

理か  

→  支給しない こ と は不合理ではない（会社側勝訴）  

＜１０月１５日＞  

▼日本郵便事件（東京 ・大阪 ・佐賀の３つの地方裁判所で提起された訴訟それぞれの判決）  

「 扶養手当 」等の手当、 「病気休暇 」等の休暇に関する非正規雇用者と正社員との格差（非正規雇用者には

扶養手当等を支給せず 、病気休暇等を認めない こ と）は不合理か  

→  支給等しない こ と は不合理（労働者側勝訴）  

本コ ラ ムでは 、 こ の う ち１０月１３日の賞与 ・退職金等に関する２つの最高裁判例について概説します 。  

 

２  最高裁判決の概要（賞与 ・退職金に関する格差について）   

賞与 ・退職金等に関する２つの最高裁判決（大阪医科薬科大学事件 ・ メ ト ロ コ マ ー ス事件）では 、主に以下

の点が問題と な り ま し た 。  

（賞与 ・退職金以外の点 も問題 とな っ て い ま す が 、字数の関係から割愛 します 。）  

 

▼大阪医科薬科大学事件  

大学の教室事務職員（ア ルバ イ ト）に 、正社員と同様に 「賞与 」 が支給され るべ き か  



 

▼メト ロ コ マース事件  

駅の売店に勤務する契約社員に 、正社員と同様に 「 退職金 」 が支給され るべ き か  

 

最高裁は、 いずれ も不支給は不合理とは いえない と判断しま し た（会社側勝訴）。  

経営者の皆様と し て は 、 ア ルバ イ ト や契約社員（以下では 「非正規雇用者 」 と い い ま す 。）には 、賞与や退職

金が支払われないのは当た り前だ と思われ てい るか も し れ ません 。 そ し て 、 こ の最高裁判決を見て 、 「 や は り非正規

雇用者には賞与や退職金を払わな く て いい 」 と感 じ ら れ るか も しれ ません 。 し か し 、決 し て そ う ではあ り ま せ ん 。  

 

メ ト ロ コ マ ー ス事件の補足意見では 、  

・ 非正規雇用者であ っ て も 、 あ る程度長期間雇用され る こ と を想定して採用されている場合であ り  

・ 比較の対象 と され た正社員との職務の内容等が実質的に異ならないよ う な と き  

には 、非正規雇用者に退職金を支給しない こ と は不合理（支給する必要あ り） と判断され る可能性があ る旨の

見解が示されているのです 。  

 

３  今後の検討事項  

食品 ・飲食業界において も 、非正規雇用者の方に対 しては 、賞与や退職金を支給しない こ と が大半であ る と思

われ ます 。  

し か し 、上記最高裁判決を踏ま え る と 、非正規雇用者に賞与や退職金を支給しないので あれば 、 そ の非正規雇

用者が 「実質的に正社員と異なる状態 」 であ る と い え る か 、検討が必要です 。  

具体的には 、以下の要素を総合的に検討する必要があ り ま す 。  

・ 業務の内容（中核的業務 ・不可欠な役割を担 っ て い るか否か 、 そ の程度等）  

・ 責任の程度（結果に対する責任の有無、決裁権限の範囲、管理する金額 ・部下の多寡等）  

・ 職務内容と配置の変更の範囲（配転、転勤、出向、昇 ・降格の有無等）  

・ そ の他の事情（正社員登用制度の有無 ・運用状況、従業員への説明状況 、労組 との交渉状況等）  

なお 、以上の点か ら 「実質的に正社員と異なる状態 」 と い え る だ け では 、十分ではあ り ま せ ん 。  

こ れ ら に加えて 、  

・ 賞与や退職金について 、非正規雇用者と正社員 と の間に格差を設けている合理的な理由  



 

に つ いて も 、客観的裏付け（就業規則等に定め られ ているか 、実際の運用は ど う か等）を も っ て説明でき る必

要があ り ま す 。  

 

４  最後に  

食品 ・飲食業界において も 、契約社員やア ルバ イ ト等の非正規雇用者について 、  

・ 契約更新を長期間繰り返してお り 、業務内容等も正社員とあ ま り変わ らない  

・ し か し 、賞与や退職金の点で正社員とは大きな格差がある  

と い う状態にある こ と は 、少な く ない と思われ ます 。  

特にその よ う な場合には 、不合理な格差であ る（＝非正規雇用者の方にも賞与や退職金を支給すべき であ

る） と判断されないよ う 、 会社の制度 ・運用について改めて検討された方がよ い で し ょ う 。  

何かご質問等があ り ま し た ら 、 お気軽にご連絡 く だ さ い 。  

 

■  発行元：虎ノ門カ レ ッ ジ法律事務所  弁護士  福原竜一  

【 弁護士によ る食品 ・飲食業界のための法律相談 】  

h t t p s : / / f o o d - h o u m u . j p /  

【 虎 ノ門 カ レ ッ ジ法律事務所  W E B サ イ ト 】  

h t t p s : / / w w w . t o r a n o m o n - c o u r a g e . j p /  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

こ の メ ールの受信停止を希望され る方は 、下記 U R L を ク リ ッ ク し て く だ さ い 。  

h t t p : / / w w w . M S h o n i n . c o m / r e g i s t / r m l i s t . a s p ? s c i d = 7 1 1 9 _ & c i d = 【 顧客 I D にな り ま す 】  

画面上で 「配信拒否 」 ボ タ ン を ク リ ッ ク す る と配信が停止され ます 。  

※上記の U R L が折 り返し て２行にな っ て い る と き は 、１行につなげて ブ ラ ウ ザに入力して ア ク セ ス し て く だ さ い 。  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  


